
令
和
６
年
12
月
２
日
以
降
、
従
来
の
健

康
保
険
証
は
新
た
に
発
行
さ
れ
な
く
な
り
、

マ
イ
ナ
保
険
証
を
基
本
と
す
る
し
く
み
に

移
行
し
て
い
ま
す
。
マ
イ
ナ
保
険
証
と
は
、

健
康
保
険
証
の
利
用
登
録
を
し
て
い
る
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
こ
と
で
す
。

　
利
用
登
録
の
有
無
に
よ
り
交
付
さ
れ
る

も
の
が
異
な
り
ま
す
。

①
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
登
録
を
し
て
い

る
人

「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」
を
交
付
し

ま
す
。
医
療
機
関
な
ど
を
受
診
す
る
際

は
、
マ
イ
ナ
保
険
証
を
使
用
し
て
く
だ

さ
い
。
万
が
一
、
医
療
機
関
な
ど
で
オ

ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
が
で
き
な
い
と
き

な
ど
に
は
、
マ
イ
ナ
保
険
証
と
併
せ
て

こ
の
お
知
ら
せ
を
提
示
し
て
く
だ
さ

い
。（
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
の
み
で
は
、

受
診
で
き
ま
せ
ん
。）

②
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
登
録
を
し
て
い

な
い
人

「
資
格
確
認
書
」
を
交
付
し
ま
す
。
医

療
機
関
な
ど
を
受
診
す
る
際
に
提
示

し
て
く
だ
さ
い
。

※
現
在
使
用
し
て
い
る
被
保
険
者
証
の
有

効
期
限
は
、
７
月
31
日
㈭
で
す
。
８
月

１
日
㈮
か
ら
は
、①
②
に
応
じ
て
マ
イ

ナ
保
険
証
ま
た
は
新
し
い
資
格
確
認
書

（
桃
色
）
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

※
利
用
登
録
状
況
は
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

か
ら
確
認
で
き
ま
す
。
利
用
登
録
が
お

済
み
で
な
い
場
合
は
、
医
療
機
関
な
ど

の
受
付
窓
口
に
設
置
さ
れ
て
い
る
顔
認

証
付
き
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
に
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
置
く
と
、
利
用
登
録
の

案
内
が
表
示
さ
れ
ま
す
。

※
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
を
や
め
た
い
人

は
、
利
用
登
録
の
解
除
が
で
き
ま
す
の

で
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

※
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し
て
い
る
世

帯
は
、
特
別
療
養
費
の
対
象
と
な
り
、

医
療
機
関
な
ど
で
全
額
自
己
負
担
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。対
象
の
人
に
は
、

「
特
別
療
養
」
と
記
載
さ
れ
た
資
格
情

報
の
お
知
ら
せ
、
ま
た
は
資
格
確
認
書

を
送
り
ま
す
。

※
資
格
確
認
書
は
、
不
正
取
得
防
止
の
た

め
、
住
民
登
録
地
以
外
に
は
配
達
さ
れ

ま
せ
ん
。

※
現
在
、
住
民
登
録
地
以
外
の
場
所
に
居

住
し
て
い
る
人
は
、
す
ぐ
に
転
居
（
転

出
）
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
令
和
6
年
12
月
2
日
以
降
に
、
す
で
に

資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
を
交
付
し
た
人

に
も
、
改
め
て
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ

を
送
り
ま
す
。

送るもの

事由 有効期限

70歳になる人

有効期限 郵送方法

資格情報の
お知らせ

資格
確認書

誕生月（月の初日生まれの人は前月）の月末
※有効期限前に新しい資格確認書または資格情報
のお知らせを送ります。

75歳になる人
誕生日の前日
※75歳の誕生日からは「後期高齢者医療制度」に変更と
なり、新しい資格確認書が誕生日までに送付されます。

在留期間が
満了する人

在留期間満了日の翌日
※在留資格の更新が確認できた場合に、有効期限を延長
した資格確認書または資格情報のお知らせを送ります。

学生用の
資格確認書を
交付されている人
（最終学年のみ）

令和８年３月31日
※修学のため住民登録を市外へ異動し、学生用の資
格確認書の交付を受けている最終学年の人のみ

特定記録郵便
※不正取得防止のため、
住民登録地以外には配
達されません。転送設
定している場合は、届
きませんので、注意し
てください。

原則なし
※70歳～74歳の人は、令和８年７月31日または75歳の誕生日の前日

原則令和８年７月31日
※令和８年７月31日までに以下に当てはまる場合は有効期限が短くなります。

普通郵便
※資格情報のお知らせと
資格確認書が同封され
ている場合は、特定記
録郵便で送ります。

職
場
の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
し
た
ら

　
国
民
健
康
保
険
以
外
の
健
康
保
険
に
加

入
し
た
人
は
、
国
民
健
康
保
険
脱
退
の
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
職
場
の
健
康
保
険
の
資
格
取
得
日
（
職

場
の
入
社
日
な
ど
）
や
大
野
城
市
か
ら
の

転
出
日
以
降
に
、
大
野
城
市
の
国
民
健
康

保
険
を
使
用
し
て
受
診
し
た
場
合
、
医
療

費
を
返
還
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
職
場
や
転
出
先
な
ど
か
ら
新
し
い
資
格

確
認
書
が
届
く
前
や
、
マ
イ
ナ
保
険
証
に

健
康
保
険
情
報
が
反
映
さ
れ
る
前
に
病
院

を
受
診
す
る
時
は
、
医
療
機
関
な
ど
に
相

談
す
る
か
、
全
額
支
払
っ
た
後
に
新
し
い

健
康
保
険
に
医
療
給
付
分
の
請
求
を
し
て

く
だ
さ
い
。

臓
器
提
供
の
意
思
表
示
に
協
力
し
て
く
だ

さ
い

　
臓
器
移
植
は
、
重
い
病
気
や
事
故
に

よ
っ
て
臓
器
（
心
臓
や
肝
臓
な
ど
）
が
機

能
し
な
く
な
っ
た
人
に
、
他
の
人
の
健
康

な
臓
器
を
移
植
し
て
機
能
を
回
復
さ
せ
る

治
療
で
す
。
健
康
な
家
族
か
ら
の
肝
臓
、

腎
臓
な
ど
部
分
提
供
に
よ
る
生
体
移
植
と

亡
く
な
ら
れ
た
人
か
ら
の
臓
器
提
供
に
よ

る
移
植
が
あ
り
ま
す
。
一
人
一
人
が
、
日

頃
か
ら
、
臓
器
提
供
に
つ
い
て
考
え
、
家

族
と
話
し
合
い
、
臓
器
提
供
に
関
す
る
意

思
を
持
っ
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
大
野
城
市
で
は
、
臓
器
の
移
植
に
関
す

る
法
律
に
基
づ
き
、
国
民
健
康
保
険
資
格

　「
マ
イ
ナ
保
険
証
（
※
）」
ま
た
は
「
限

度
額
適
用
（
・
標
準
負
担
額
減
額
）
認
定

証
（
以
下
、「
認
定
証
」）」
を
医
療
機
関

へ
提
示
す
る
と
、
入
院
や
高
額
な
外
来
診

療
の
保
険
診
療
分
の
支
払
い
（
同
一
医
療

機
関
で
同
じ
月
内
の
支
払
い
）
が
自
己
負

担
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
は
、
マ
イ
ナ

保
険
証
ま
た
は
認
定
証
を
提
示
す
る
と
、
入

院
時
の
食
事
代
も
減
額
と
な
り
ま
す
。

※
マ
イ
ナ
保
険
証
と
は
、
健
康
保
険
証
の

利
用
登
録
を
し
て
い
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
こ
と
で
す
。

●
マ
イ
ナ
保
険
証
を
利
用
し
て
い
る
人

　
認
定
証
の
申
請
は
不
要
で
す
。

※
後
述
の
長
期
入
院
に
当
て
は
ま
る
場
合

は
、
申
請
が
必
要
で
す
。

●
マ
イ
ナ
保
険
証
を
利
用
し
て
い
な
い
人

認
定
証
の
申
請
が
必
要
で
す
。

※
70
歳
以
上
の
人
は
所
得
区
分
に
よ
っ
て
申

請
不
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
次
頁

に
記
載
の
表
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

　
現
在
交
付
し
て
い
る
認
定
証
の
有
効
期

限
は
原
則
７
月
31
日
㈭
ま
で
で
す
。
８
月

１
日
㈮
以
降
に
使
用
す
る
認
定
証
が
必
要

な
人
は
、
７
月
１
日
㈫
以
降
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

確
認
書
の
裏
面
に
臓
器
提
供
意
思
表
示
欄

を
設
け
て
い
ま
す
。ま
た
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
表
面
の
右
下
に
も
臓
器
提
供
の

意
思
表
示
欄
が
あ
り
ま
す
。
15
歳
以
上
の

人
は
、
こ
の
欄
を
記
入
す
る
こ
と
で
臓
器

提
供
に
関
す
る
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
意
思
表
示
の
有
無
で
治
療
内
容
や
医
療

費
は
変
わ
り
ま
せ
ん
し
、
臓
器
提
供
を
強

要
す
る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
自
分

自
身
に
万
が
一
の
こ
と
が
あ
っ
た
と
き
に

家
族
が
迷
わ
な
い
た
め
に
も
、
自
分
の
意

思
を
表
示
し
ま
し
ょ
う
。

●
問
い
合
わ
せ
先

国
保
年
金
課
国
保
年
金
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
４
６

国民健康保険資格確認書（裏面）
臓器提供意思表示欄
（イメージ）

臓器提供意思表示欄の記入方法
※油性ボールペンや油性マーカーを使用してください。
•１から３までのいずれかの番号を○（まる)で囲んでください。

•署名年月日欄と本人署名欄を自筆で記入してください。

•（１または２を○（まる)で囲んだ人のみ）
提供したくない臓器があれば、その臓器に╳（ばつ)を付けてください。
※皮膚、心臓弁、血管、骨などの組織も提供する意思がある場合は、
特記欄に組織の名称または「全て」と記入してください。

※親族（配偶者、子、父母）への優先的な臓器提供を希望する場合は、
特記欄に「親族優先」と記入してください。

•家族の人は、本人の意思を確認し、資格確認書の場合は、家族署名欄
に自筆で記入してください。
※家族署名欄については、記入がなくても問題はありません。

マイナンバーカードの
臓器提供意思表示欄
（イメージ）

国民健康保険制度

７
月
中
旬
か
ら
下
旬
ま
で
に

資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
ま
た
は

資
格
確
認
書
を
送
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用

（
・
標
準
負
担
額
減
額
）

認
定
証
に
つ
い
て
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